
令和２年６月 11日 

生徒・保護者の皆様へ 

県立姫路西高等学校長 

 

学校再開について 

 

兵庫県内では５月１７日以降新型コロナウイルスの感染者が発生していないことを受け、

兵庫県教育長より６月１５日（月）以降の学校運営について新たな通知がありました。その

通知に従って、本校では以下のとおり学校運営をすすめます。 

 

 

記 

 

１ 教育活動 

（１）基本的に通常活動を行います。 

（２）授業については、各教室で可能な限りの間隔をとり、教員はマスク・フェイスシー 

ルドを着用するなど、感染拡大の予防対策を行ったうえで、通常通り実施します。換 

気には常に留意し、冷房機も二方向の窓を少し開けたままで稼働します。 

（３）生徒には、マスクを着用して、社会的距離をできるだけ保つよう指導します。 

（４）今後もGoogle Classroomなどを活用して、学習支援や連絡などを行います。 

 

２ 部活動 

 （１）生徒たちの基礎体力や技能などが未だ高まっていない状況であることを踏まえ、生 

徒の状態を適切に把握した上で、段階的に実施します。 

（ア）６月２１日（日）までは、平日３日、土日１日、１日２時間を上限とします。練 

習合、合同練習は、学区内の学校とします。 

（イ）６月２２日（月）以降は、通常活動を再開し、平日４日２時間程度、土日１日３ 

時間程度とします。練習試合、合同練習は、県内の学校とします。 

 （２）部活動中においても感染防止対策に努め、手洗いや消毒の励行、給水時の器具共用 

の禁止など、生徒への指導を徹底します。 

 （３）熱中症予防の観点をふまえながら、マスク着用励行などの感染予防に努めます。 

 

長期の休業や不規則な登校、また多くの学校行事の中止・延期などによって、生徒・保護

者の皆様にはとても大きなストレスがかかっています。どのような些細なことでも担任や養

護教諭、キャンパスカウンセラーなどに相談してください。少しでも早く平常の心身状態に

戻って学校生活が送れるよう、本校教職員は精一杯サポートしていきます。 

なお、今後の感染状況により新たに活動が制限される場合もありえることについて、ご理

解ご了解ください。 

 

   

 

 

 

  


